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で
あ
っ
た
ら
、
影
印
版
も
こ
れ
に
伴
っ
て
調
み
易
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
で
あ

ろ
う
。『阿

佐
坦
汗
停
』
は
明
代
蒙
古
史
書
中
の
白
眉
で
あ
る
。
今
後
の
明
代
蒙
古
史

研
究
も
こ
れ
を
抜
き
に
し
て
は
最
早
立
ち
行
か
な
い
と
す
ら
思
わ
れ
る
。
わ
れ

わ
れ
蒙
古
史
筆
徒
に
と
っ
て
い
わ
ば
幻
の
書
で
あ
っ
た
こ
の
史
警
が
珠
柴
暖
氏

の
粒
粒
辛
苦
の
御
蔭
で
つ
い
に
公
刊
に
到
っ
た
こ
と
は
誠
に
喜
ば
し
い
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
に
改
め
て
同
氏
の
傍
に
心
か
ら
の
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
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田

私
は
数
年
前
に
「
清
代
史
の
研
究
と
楢
案
」
〈
『
駿
送
史
皐
』
第
五
十
放
所
載
)

と
題
す
る
一
文
を
草
し
、

一
九
八

O
年
頃
ま
で
の
清
朝
の
楢
案
の
整
理
状
況
と

そ
の
公
刊
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
最
近
に
お
け
る
明

清
、
特
に
清
代
の
捲
案
の
公
刊
と
利
用
は
ま
こ
と
に
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
北

京
の
中
圏
第
一
歴
史
槍
築
館
に
枚
蔵
さ
れ
て
い
る
、

一
千
高
件
に
上
る
と
い
わ

れ
る
楢
案
は
、
着
々
と
整
理
が
進
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
り
、
昨
一
九
八
四
年
十

二
月
に
出
版
さ
れ
た
ば
か
り
の
『
清
史
問
題
』
(
の
r・5
ml佐
子
唱

Z
A--)第
五

巻
第
二
掛
川
に
は
、

ハ
l
ヴ
ァ
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大
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ク
l
ソ
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司
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氏
が
周

館
の
出
版
計
到
に
つ
い
て
最
新
の
情
報
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
一

九
八
二
年

二
月
に
は
、
同
館
と
南
京
の
第
二
歴
史
捲
案
館
を
主
緋
者
と
し
て
、
『
歴
史
稽

案』

と
題
す
る
歴
史
鰭
案
専
門
の
季
刊
の
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
毎

鋭
各
種
の
歴
史
槍
案
が
句
讃
を
附
け
て
排
印
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
例
え
ば

遼
寧
省
捲
案
館
所
蔵
の
淵
文
の
「
黒
困

(
7
0

Z
〉
楢
」
が
関
嘉
緑
、
王
侃
環
雨

氏
に
よ
っ
て
漢
議
さ
れ
、
新
刊
の
『
清
史
資
料
』
第
五
輯
に
掲
載
さ
れ
る
な

ど
、
ま
さ
に
臨
応
援
に
還
な
い
有
様
で
あ
る
。

一
方
、
蓋
濁
に
お
い
て
も
清
代
の
檎
案
の
整
理
と
公
刊
は
相
愛
ら
ず
盛
ん

で
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
現
存
の
清
代
法
制
楢
案
を
長
年
に
わ
た
っ

て
研
究
し
て
き
た
張
偉
仁
氏
は
、

一
九
八
三
年
九
月
『
清
代
法
制
研
究
』
三
加

を
出
版
し
、
巻
頭
に
二
十
七
種
の
楢
案
の
原
色
潟
民
を
掲
載
す
る
と
共
に
、
百

五
十
六
種
の
楢
案
を
排
印
し
て
詳
し
い
注
緯
を
施
し
て
い
る
。
し
か
し
現
在
、

若一
湾
で
最
も
大
量
に
清
代
の
機
案
を
所
有
し
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

套
北
の
故
宮
博
物
院
で
あ
る
。
こ
の
檎
案
は
が
ん
ら
い
古
く
一
九
一
一
一
一
一
一
年
、
北

京
の
故
宮
博
物
院
か
ら
南
遜
し
た
文
献
館
の
も
の
で
、
南
港
蛍
初
は
三
千
七
百

徐
箱
あ
っ
た
と
い
う
が
、
現
在
蓋
濁
に
は
僅
か
二
百
四
箱
し
か
存
在
し
な
い
。

た
だ
そ
れ
で
も
各
種
類
に
わ
た
っ
て
重
要
な
捲
案
が
含
ま
れ
て
い
る
う
え
、
大

閥
次
な
分
量
で
、
四
十
寓
件
に
上
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
私
も
曾
っ
て
同
院
の
倉

庫
内
に
堆
高
く
積
ま
れ
て
い
る
木
箱
を
瞥
見
し
、
除
り
の
多
さ
に
驚
嘆
し
た
こ

と
で
あ
っ
た
。

韮
掛
円

へ
淫
さ
れ
た
故
宮
の
文
物
は
、
初
め
は
蓋
中
市
の
郊
外
の
霧
峯
北
溝
に

置
か
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
一
九
六
五
年
に
喜
一
北
市
の
郊
外
の
士
林
外
製
渓
に

建
物
が
新
築
さ
れ
る
と
、
す
べ
て
こ
こ
に
引
移
さ
れ
現
在
に
及
ん
で
い
る
。
橋

案
の
整
理
は
、
夙
く
蓋
中
時
代
か
ら
一
部
始
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
本
格
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
や
は
り
蓋
北
に
移
っ
て
か
ら
で
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あ
る
。
そ
れ
に
は
、
牽
北
に
移
穂
と
同
時
に
新
た
に
博
物
院
長
に
就
任
し
た
蒋

復
穂
氏
の
牽
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
自
ら
研
究
者
で
も
あ
る
蒋
氏
は
、

翠
問
研
究
の
設
展
向
上
の
た
め
に
貴
重
な
皐
術
資
料
を
公
開
す
る
こ
と
の
必
要

性
を
よ
く
認
識
し
、
先
年
退
職
さ
れ
る
ま
で
約
二
十
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、

文
物
の
整
理
と
公
開
に
大
い
に
努
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
博
物
院
で
は
、
一
九

六
八
年
に
至
っ
て
新
た
に
図
書
文
献
慮
を
設
け
、
そ
の
部
局
と
し
て
国
書
館
や

文
献
股
が
置
か
れ
、
文
献
股
が
専
ら
楢
案
を
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
職
務

を
鎗
賞
し
た
園
書
文
献
庭
長
昌
彼
得
氏
は
じ
め
関
係
諸
氏
の
非
常
な
努
力
を
も

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
私
は
時
ど
き
同
院
を
訪
ね
る
毎
に
、
櫓
案
の
整
理
に
孜

々
と
し
て
精
励
さ
れ
て
い
る
諸
氏
の
姿
に
援
し
、
田
氏
敬
の
念
を
禁
じ
得
な
か
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

と
も
か
く
あ
の
彪
大
な
量
の
楢
案
は
、
現
在
で
は
す
べ
て
一
際
受
理
さ
れ
、

閲
覧
に
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
殊
に
最
も
早
く
か
ら
整
理

の
行
わ
れ
た
宮
中
檎
は
、
周
知
の
よ
う
に
す
で
に
光
緒
朝
か
ら
始
ま
り
、
つ
い

で
康
照
朝
、
難
正
靭
と
奏
摺
が
す
べ
て
年
月
日
順
に
影
印
刊
行
さ
れ
て
、
全
六

十
七
般
の

E
般
に
達
し
、
乾
隆
朝
の
分
が
目
下
繍
々
と
刊
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

そ
の
他
、
『
奮
満
洲
檎
』
十
加
な
ど
も
出
版
さ
れ
た
し
、
最
近
で
は
威
阻
ま
朝
と
同

治
朝
の
『
清
代
起
居
注
加
』
百
般
の
影
印
も
行
わ
れ
、
こ
れ
ら
は
ど
こ
で
も
座

右
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
故
宮
博
物
院
の
園
書
館
に
行
け
ば
、
宮
中
橋
に
つ

い
て
は
、
具
奏
人
名
、
具
奏
の
年
月
日
順
、
分
類
内
容
に
よ
る
三
通
り
の
カ
ー

ド
が
備
え
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
利
用
者
は
必
要
に
感
じ
て
個
々
の
檎
案
の
原
物

を
借
り
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
家
機
庭
檎
に
つ
い
て
は
、
人
名
と
年
月
日

順
の
カ
l
ド
が
あ
る
が
、
た
だ
紙
質
が
堅
牢
で
な
い
た
め
、
閲
覧
に
は
原
物
で

な
く
電
子
コ
ピ
ー
に
よ
る
も
の
が
供
さ
れ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
同
図
書
館
の
閲

覧
室
は
、
連
日
こ
れ
ら
楢
案
の
閲
覧
者
で
賑
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
況

の
も
と
で
一
九
八
三
年
十
二
月
、
文
献
股
所
属
の
荘
士
ロ
渡
氏
の
著
書
『
故
宮
檎

案
述
要
』
が
「
故
宮
叢
刊
甲
種
」
の
一
般
と
し
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
こ

と
に
時
宜
を
得
た
も
の
で
慶
賀
に
堪
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

妊
吉
野
成
氏
は
、
こ
れ
ま
で
蓋
北
の
故
宮
博
物
院
に
お
け
る
檎
案
の
整
理
の
衝

に
賞
っ
て
、
最
も
精
力
的
に
仕
事
を
進
め
て
き
た
方
で
あ
る
。
同
院
に
お
い
て

は
、
指
案
の
整
理
が
進
捗
し
て
き
た
一
九
六
九
年
十
二
月
よ
り

『
故
宮
文
献
』

と
題
す
る
季
刊
の
定
期
刊
行
物
を
出
版
し
始
め
、
毎
披
「
論
著
」
と
し
て
清
代

史
関
係
の
論
文
を
掲
載
す
る
と
共
に
、
「
文
献
」
と
し
て
宮
中
橋
中
の
康
照
朝

お
よ
び
潅
正
朝
の
奏
摺
を
、
具
奏
人
別
に
編
し
て
影
印
し
た
。
そ
し
て
一
九
七

一
年
六
月
出
版
の
同
誌
第
二
各
第
三
期
か
ら
は
、
さ
ら
に
「
専
載
」
と
し
て

「
本
院
典
磁
槍
案
目
録
」
を
掲
載
し
、
七
二
年
六
月
出
版
の
第
三
巻
第
三
期
に

及
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
五
加
に
は
、
同
目
録
の
村
か
ら
伺
ま
で
牧
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
口
か
ら
伺
ま
で
の
分
に
は

「園
書
文
献
庭
文
献
股

編
」
と
あ
る
。
そ
の
内
容
は
随
手
登
記
楢
、
密
記
掛
畑
、
寄
信
機
、
外
紀
槍
、
本

紀
、
月
摺
橋
、
上
司
献
梢
畑
、
長
編
楢
に
分
け
て
、
同
院
に
現
存
す
る
分
の
年
次
と

加
数
が
記
さ
れ
て
お
り
、
各
指
案
に
つ
い
て
の
簡
単
な
説
明
文
の
末
尾
に
「
妊

音
波
」
の
署
名
が
入
っ
て
い
る
。
荘
氏
が
こ
れ
ら
の
橋
案
の
整
理
に
直
接
関
係

さ
れ
た
こ
と
が
よ
く
剣
る
。

因
み
に
『
故
宮
文
献
』
に
は
、
一
九
七
二
年
十
二
月
出
版
の
第
四
を
第
一
期

ま
で
宮
中
楢
奏
摺
が
影
印
さ
れ
て
い
た
が
、
爾
後
、
奏
摺
は
前
述
の
よ
う
に
別

に
「
特
刊
」
と
し
て
全
部
を
具
奏
の
年
月
日
順
に
排
列
し
て
影
印
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
の
た
め
翌
七
三
年
三
月
出
版
の
同
各
第
二
期
か
ら
は
、
新
た
に
軍

機
庭
の
同
治
朝
の
月
摺
楢
が
影
印
さ
れ
る
よ
う
に
祭
っ
た
。
し
か
し
僅
か
四
回

z
i
u
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連
載
さ
れ
た
だ
け
で
、
遺
憾
な
が
ら
経
費
上
の
理
由
と
か
に
よ
り
『
故
宮
文

献
』
は
停
刊
に
な
っ
て
し
ま
っ

た。

た
だ
荘
氏
は
さ
ら
に
捲
案
の
整
理
と
研
究

に
努
め
ら
れ
、
そ
の
成
果
の
一
端
は
別
に
故
宮
博
物
院
の
機
関
誌
で
あ
る
『
故

宮
季
刊
』
に
も
何
篇
か
の
論
文
と
し
て
設
表
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
図
立

故
宮
博
物
院
典
磁
清
代
楢
案
述
略
」
(
『
同
誌
』
第
六
巻
第
四
期
、

一
九
七
二
)、

「
清
高
宗
乾
隆
朝
軍
機
彪
月
摺
包
的
史
料
償
値
」
(
『
同
誌
』
第
十
一
容
第
三
期
、

一
九
七
七
)、「
清
代
上
詠
楢
的
史
料
阿
国
値
」
(『
同
誌
』
第
十
二
巻
第
三
期
、

一

九
七
八
)
な
ど
で
、
い
ず
れ
も
本
文
の
後
に
特
に
精
美
な
図
版
を
多
数
掲
載
し

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
蓋
北
の
故
宮
博
物
院
で
は
、
そ
の
後
一
九
八
二
年
六
月
に
至
り
、

六
百
徐
頁
よ
り
成
る
『
閤
立
故
宮
博
物
院
精
代
文
献
槌
案
総
目
』
を
刊
行
し

た。

こ
こ
に
言
う

「
文
献
檎
案
」
と
は
、
が
ん
ら
い
北
京
時
代
の
文
献
館
に
お

い
て
扱
っ
て
い
た
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
楢
案
の
他
に
貫
録
な
ど
の
書
物
も
含
ま

れ
て
い
る
。
蓋
尚
に
現
存
す
る
文
献
館
の
二
百
四
箱
と
は
、
そ
の
内
田
一昨
は
宮
中

楢
三
十
一
箱
、
軍
機
慮
憎
四
十
七
箱
、
清
史
館
指
六
十
一
箱
、
起
居
注
加
五
十

箱
、
本
紀
九
箱
、
貫
録
二
箱
、
詔
書

一
箱
、
図
書

・
琶
湖
洲
捲

一
箱
、
雑
項
機

二
箱
な
の
で
あ
る
。
こ
の
『
徳
目
』
は
右
の
文
献
捲
案
を
官
書
、
史
館
橋
、
軍

機
庭
楢
、

雑
楢
、
奏
摺
の
五
部
に
大
き
く
分
け
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
細
か
に
分

類
し
て
著
録
し
て
い
る
。
例
え
ば
官
醤
は
撃
訓
、
詔
書
、
図
書
、
奏
議
、
貫

録
、
起
居
注
般
に
分
類
し
て
い
る
具
合
で
あ
る
。
著
録
さ
れ
て
い
る
審
物
に
は

刻
本
や
活
字
本
も
若
干
含
ま
れ
て
お
り
、
且
つ
秀
文
粛
刻
本
の
「
尚
漢
文
四
書

六
鋤」

〈五
八
四
頁
〉
の
よ
う
な
減
文
の
入
っ
た
も
の
も
無
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
原
則
と
し
て
満
蒙
文
の
も
の
は
除
か
れ
、
殆
ど
が
抄
寓
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ

の

『徳
目
』
は
す
べ
て
六
百
十
八
頁
よ
り
成
る
が
、
そ
の
内
「
史
館
楢
」

の
部
が
四
百
六
十
二
頁
あ
り
、
全
世
の
四
分
の
三
を
占
め
て
い
る
。
し
か
も
そ

の
三
分
の
二
以
上
は
、
「
停
稿
」
の
人
名
索
引
と
、
「
俸
包
」
の
筆
劉
順
に
よ
る

人
名
の
列
穆
で
あ
る
。

従
っ
て
そ
の
他
の
軍
機
庭
楢
、
雑
構
、
奏
摺
の
部
の
記

載
は
概
ね
極
め
て
簡
単
で
、
奏
摺
な
ど
現
存
す
る
分
の
年
次
だ
け
が
記
さ
れ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
。

荘
氏
自
ら
が
『
故
宮
檎
案
述
要
』
の
第
一
章
緒
論
に
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
女
の
如
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
園
立
故
宮
博
物
院
清
代
文
献
槍
案

総
目
』
は
、
た
だ
楢
加
の
名
目
と
現
存
の
年
月
分
と
加
数
を
標
示
し
た
一
草
目

に
過
ぎ
ず
、
同
学
者
の
参
考
の
需
め
に
昨
応
じ
て
溢
か
に
附
印
し
た
ま
で
で
、
疏
漏

の
庭
の
あ
る
の
を
菟
れ
ず
、
且
つ
満
蒙
磁
文
な
ど
の
法
境
の
言
語
の
楢
案
も
含

ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
他
日
増
補
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
今
回
本
書

を
出
版
す
る
の
は
、
『
徳
目
』
の
出
版
と
相
侠
っ
て
、
現
存
の
清
代
の
楢
案
に

射
し
て
分
類
紹
介
し
、
各
類
文
書
の
沿
革
損
盆
と
各
種
指
加
の
性
質
を
読
明

し
、
以
っ
て
清
史
の
研
究
者
が
楢
案
を
検
索
調
査
す
る
参
考
に
供
し
よ
う
と
い

う
の
で
あ
る
。
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さ
て
本
書
は
す
べ
て
約
五
百
五
十
頁
か
ら
成
る
大
加
で
あ
る
。
を
頭
に
は
ア

ー
ト
紙
で
二
葉
四
頁
、
原
色
版
に
よ
り
奏
摺
、
貫
録
、
本
紀
、
引
見
捲
、
満
漠

起
居
注
加
、
図
書
、
海
戦
困
の
骨
局
長
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
巻
末
に
は
約
八
十

頁
に
わ
た

っ
て
各
種
の
楢
案
な
ど
四
十
八
種
の
園
版
の
寓
虞
が
牧
め
ら
れ
て
い

る
。
従
っ
て
本
文
だ
け
で
約
四
百
六
十
頁
に
達
す
る
。

荘
士
口
渡
氏
が
非
常
な
勉
強
家
で
あ
る
こ
と
は
夙
に
名
高
い
。
本
務
の
徐
暇

に
、
寸
刻
を
惜
ん
で
研
究
に
精
進
さ
れ
て
い
る
と
い
う
噂
を
耳
に
す
る
。
事

賞
、
こ
こ
十
五
年
ほ
ど
の
閃
に
後
表
さ
れ
た
著
書
や
論
文
の
数
量
は
防
相
し
い
も

の
で
あ
る
。
指
案
に
関
し
て
も
、
日
ぼ
し
い
も
の
と
し
て
『
清
代
史
料
論
述
』
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H
口
(
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
七
九
、
一
九
八

O
。

H
に
は
前
掲
の
『
故
宮
季

刊
』
所
載
の
一
一
一
篇
も
牧
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
初
載
誌
名
は
明
示
さ
れ
て
い

な
い
。
)
や
、「
故
宮
叢
刊
甲
種
」
の
一
般
と
し
て
一
九
七
九
年
に
出
版
さ
れ
た

『
清
代
奏
摺
制
度
』
が
あ
る
。
ま
た
『
宮
中
橋
康
照
朝
奏
摺
』
第
八
韓
と
第
九

輯
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
、
ジ
ュ
ン
ガ
ル
関
係
の
満
文
槍
案
を
漢
詩
し
た
『
清
代

準
犠
爾
史
料
初
編
』
(
文
史
哲
出
版
社
、
一

九
七
七
〉
や
、
同
じ
く
『
康
照
朝

奏
摺
』
第
九
輯
所
放
の
杭
州
織
造
孫
文
成
の
二
百
徐
件
に
上
る
満
文
の
奏
摺
を

漢
詩
し
た

『
孫
文
成
奏
摺
』
(
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
七
八
〉
な
ど
の

車
行
本

も
あ
る
。
妊
氏
は
そ
の
職
掌
上
、
楢
案
自
慢
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
る
こ
と
は
も

と
よ
り
、
そ
の
他
、
楢
案
を
史
料
と
し
て
騒
使
し
て
、
歴
史
上
の
諸
問
題
の
研

究
に
も
努
め
、

多
く
の
論
文
を
閉
学
術
雑
誌
に
愛
表
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
そ
の

一

々
に
つ
い
て
穆
げ
る
徐
裕
が
な
い
が
、
軍
行
本
と
し
て
は
一
九
八
一
年
に
『
清

代
天
地
合
源
流
考
』
、
翌
八
二
年
に
『
清
高
宗
十
全
武
功
研
究
』
を
出
版
さ
れ

て
い
る
。
倶
に
「
故
宮
叢
刊
甲
種
」
の
一
加
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
荘
氏
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
指
案
を
使
用
し
て
研
究
を
繍
け
て
こ

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
そ
の
成
果
の
集
大
成
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

園
版
に
し
て
も
、
す
で
に
以
前
に
褒
表
さ
れ
た
論
文
や
著
書
に
牧
録
さ
れ
て
い

た
も
の
が
多
い
。
本
文
に
も
既
設
表
の
も
の
と
字
句
の
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
し
か
し
全
般
的
に
大
幅
に
増
補
さ
れ
て
い
て
、
面
白
を
一
新
し
て
い
る
。

楢
案
の
由
来
や
形
式
、
性
質
な
ど
を
単
に
卒
面
的
に
設
明
す
る
の
で
は
な
く
、

指
案
に
よ
っ
て
如
何
に
史
質
を
解
明
で
き
る
か
を
、
主
と
し
て
氏
自
身
が
長
年

手
が
け
て
こ
ら
れ
た
研
究
の
成
果
に
基
づ
い
て
、

一
々
例
示
し
な
が
ら
具
鐙
的

に
設
明
し
て
い
る
の
が
、
本
書
の
大
き
な
特
色
と
言
え
よ
う
。

本
書
は
す
べ
て
七
草
よ
り
成
る
が
、
第
一

章
は
緒
論
で
、
故
宮
博
物
院
所
臓

の
指
案
の
饗
遜
や
整
理
の
経
過
を
簡
単
に
述
べ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
第
七
一
章
一
の

結
論
も
、
全
慢
の
概
要
を
記
し
た
僅
か
四
頁
除
の
短
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て

質
際
の
内
容
は
、
第
二
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
五
章
で
あ
る
。
ま
ず
第
二
章
の

「
宮
中
捲
的
由
来
及
其
史
料
債
値
」
は
、
第
一
節
「
宮
中
指
的
由
来
」
、
第
二
節

「
漢
文
奏
摺
的
史
料
債
値
」
、
第
三
節

「薙
正
株
批
議
旨
的
側
改
」
、
第
四
節

「満

文
奏
摺
的
史
料
債
値
」
、
第
五
節
「
宮
中
指
奏
摺
的
附
件
」
の
五
節
か
ら
成
る
。

宮
中
惜
閣
は
前
述
の
如
く
す
で
に
相
嘗
数
が
影
印
さ
れ
、
そ
の
内
容
も
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
殊
に
薙
正
朝
の
部
分
に
つ
い
て
は
名
高
い
『
薙
正
株
批
議
旨
』
が

あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
宮
崎
市
定
、
安
部
健
夫
雨
氏
を
は
じ
め
多
く
の
方
の

研
究
が
早
く
に
愛
表
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
改
側
に
つ
い
て
も
佐
伯
富
氏
や
楊

啓
樵
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
荘
氏
が
特
に
宮
中
植
の
満
文
奏
摺
の
史
料
債
値
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
の
は
目
新
し
い
と
こ
ろ
で
、
康
問
山
朝
の
ジ
ュ
ン
ガ
ル
関
係
に

つ
い
て
の
フ
ィ
ヤ
ン
グ
(
費
揚
古
〉
の
奏
摺
、
蓋
湾
の
朱
一
貴
の
観
に
関
す
る

究
羅
マ
ン
ボ
l

(
満
保
〉
の
奏
摺
、
作
物
の
時
僚
に
関
す
る
孫
文
成
の
奏
摺
な

ど
を
は
じ
め
、
落
正
朝
の
八
旗
関
係
の
問
題
な
ど

一
々
具
践
的
に
例
示
し
て
、

河
文
奏
摺
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
荘
氏
は
満
文
に
も
通
暁
さ
れ
て
い
る

が
、
満
文
の
楢
案
も
史
料
的
債
値
が
高
い

の
で
あ
る
。

な
お
宮
中
楢
に
は
奏
摺
の
他
に

「清
皐
」
と
い
わ
れ
る
各
種
の
リ
ス
ト
や
議

旨
、
さ
ら
に
は
附
図
も
含
ま
れ
て
い
る
。
特
に
本
書
の
表
紙
の
袋
訂
に
固
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
薙
正
五
年
の
私
暦
ゃ
、
巻
末
の
図
版
中
に
載
せ
ら
れ
て
い

る
鰻
の
給
な
ど
甚
だ
珍
し
い
も
の
で
、
本
文
中
に
そ
の
説
明
が
あ
る
。
も
っ
と

も
こ
の
程
の
鎗
に
つ
い
て
は
、
氏
の

「清
代
宮
中
楢
的
史
料
償
値
」
(
『
清
代
史

料
論
述
』
口
所
牧
)
で
も
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
の
悶
版
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
給
は
潅
正
二
年
八
月
七
日
の
山
東
巡
撫
陳
世
佑
の
奏
摺
に
附
加
さ
れ

て
い
る
も
の

の
よ
う
で
あ
る
。
影
印
本
に
は
給
が
省
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ

う
か
、
こ
の
奏
摺
か
ら
の
引
用
文
に
注
し
て
(
注
の
番
銃
二
ハ
ニ
は
一
六
三
の

-167-
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誤
り
で
あ
ろ
う
。
本
文
に
は
一
六
二
の
番
放
が
脱
落
し
て
い
る
J
、
「
宮
中
指
・

第
七
十
五
箱
・
四
六
八
包
・
二
ハ
一

二
二
放

・
薙
正
二
年
八
月
初
七
日
・
際
世

伯
奏
摺
」
と
記
し
て
い
る
。
貨
は
こ
の
一
章
の
「
註
樟
」
に
は
、
こ
の
よ
う
に
原

文
書
の
箱
、
包
の
番
放
と
登
録
番
放
を
記
し
て
い
る
場
合
と
、
影
印
本
の
『
宮

中
植
推
正
朝
奏
摺
』
の
何
輯
何
頁
と
記
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

陳
世
倍
の
よ

う
な
特
殊
な
ケ
1

ス
は
別
と
し
て
、
影
印
本
で
一
向
に
差
支
え
な
い
ば
か
り

か
、
そ
の
方
が
便
利
で
あ
る
の
に
、
何
故
登
録
番
放
な
ど
を
記
す
の
か
よ
く
理

解
で
き
な
い
。
思
う
に
、
都
爾
泰
の
奏
摺
の
多
く
が
登
録
番
競
を
血
中
げ
て
い
る

の
を
見
る
と
、
そ
の
よ
う
な
方
式
で
注
し
て
い
る
既
設
表
の
「
従
郡
爾
泰
己
銭

奏
摺
談
『
株
批
議
旨
』
的
剛
改
」
(
『
清
代
史
料
論
述
』
付
所
牧
)
に
そ
の
ま
ま

依
捺
し
て
、
今
回
あ
ら
た
め
て
統
一
を
困
る
併
を
惜
し
ま
れ
た
か
ら
で
は
な
か

ろ
う
か
。

第
三
一
章
一
と
第
四
一
平
は
、
清
朝
後
半
期
の
最
高
政
治
機
関
で
あ
っ
た
軍
機
庭
の

楢
案
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
三

一一章
の
「
軍
機
庭
月
摺
包
的
由

来
及
其
史
料
債
値
」
は
、
第
一
節
「
軍
機
魔
的
設
置
経
過
」
、
第
二
節
「
奏
摺
録

副
輿
月
摺
包
的
由
来
」、
第
三
節
「
月
摺
包
的
文
書
種
類
」
、
第
四
節
「
奏
摺
録

副
及
其
附
件
的
史
料
債
値
」
の
四
節
か
ら
成
り
、
第
四
章
の
「
軍
機
庭
捲
加
的

種
類
及
其
史
料
債
値
」
は
、
第
一
節
「
目
録
類
的
楢
朋
」
、
第
二
節
「
誌
旨
類

的
楢
加
」
、
第
三
節
「
専
案
類
的
捲
加
」
、
第
四
節
「
奏
事
類
的
指
加
」
、
第
五

節
「
記
事
類
的
楢
珊
」
、
第
六
節
「
文
移
電
報
類
的
指
加
」
の
六
節
か
ら
成
る
。

こ
の
雨
一
章
一
合
わ
せ
る
と
百
七
十
四
頁
も
あ
り
、
分
量
の
面
か
ら
も
本
文
の
約
四

割
を
占
め
る
わ
け
で
、
本
書
の
中
心
を
な
す
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
前
述
の
よ

う
に
、
軍
機
庭
楢
案
は
極
く
一
部
が
曾
っ
て

『
故
宮
文
献
』
に
影
印
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
十
八
蔦
件
と
い
う
彪
大
な
量
の
こ
の
楢
案
が
、

具
盤
的
に
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
詳
し
い
紹
介
が
撃
ま
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
本
章
で
は
そ
う
し
た
要
芝
に
慮
、
え
る
べ
く
、
軍
機
庭
捲
案
と
い
わ
れ
る

も
の
の
種
類
や
形
式
、
現
存
朕
況
な
ど
外
形
的
な
面
を
は
じ
め
、
各
種
の
楢
案

の
成
立
過
程
な
ど
を
詳
細
に
説
明
す
る
と
共
に
、
そ
の
史
料
債
値
に
つ
い
て
も

具
鐙
的
に
述
べ
て
い
る
。

第
三
章
は
白
衣
で
も
剣
る
よ
う
に
、
軍
機
鹿
の
月
摺
包
に
つ
い
て
の
説
明
で

あ
る
。
月
摺
包
と
は
、
軍
機
庭
に
お
い
て
抄
録
し
た
奏
摺
の
副
本
を
、
一
月
或

い
は
牟
月
毎
に
ま
と
め
て
一
包
と
し
て
保
存
し
た
の
で
こ
の
名
が
あ
る
が
、
宮

中
橋
の
珠
批
奏
摺
は
全
部
が
残
存
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
か
ら
、
こ
の
副
録
に

よ
っ
て
か
な
り
補
え
る
と
い
う
。
さ
ら
に
月
摺
包
に
は
、
株
批
の
な
い
部
院
街

門
の
奏
摺
の
原
本
を
は
じ
め
多
数
の
杏
文
や
火
票
、
創
文
、
知
食
、
一
果
文
、
書

信
、
照
合
、
図
書
、
機
議
、
候
約
、
章
程
、
清
白
阜
、
地
固
な
ど
が
含
ま
れ
て
い

て
重
要
で
あ
る
。
第
四
章
は
や
は
り
目
次
に
あ
る
よ
う
に
、
軍
機
庭
の
捲
加
に

つ
い
て
の
紹
介
で
あ
る
。
そ
の
種
類
は
雑
多
で
、
妊
氏
は
各
節
の
標
題
に
見
え

る
よ
う
に
目
録
な
ど
七
類
に
分
け
て
い
る
。
具
鐙
的
に
い
え
ば
、
目
録
類
に
は

随
手
登
記
楢
、
交
設
楢
な
ど
が
あ
り
、
以
下
、
議
旨
類
に
は
上
詠
橋
、
廷
寄
稽

な
ど
、
専
案
類
に
は
安
南
楢
、
東
案
(
乾
隆
三
十
九
年
の
王
倫
の
飢
の
件
)
楢

な
ど
、
奏
事
類
に
は
議
覆
捲
、
月
摺
楢
な
ど
、
記
事
類
に
は
引
見
橋
、
密
記
槍

な
ど
、
文
移
電
報
類
に
は
卒
定
準
喝
爾
文
移
楢
、
電
寄
捲
な
ど
が
あ
る
と
い
う

次
第
で
、
倶
に
軍
機
庭
で
全
文
を
分
類
抄
録
し
た
り
、
或
い
は
摘
要
を
記
し
て

お
い
た
り
し
た
檎
加
で
あ
る
。
何
れ
も
史
料
的
債
値
の
大
き
い
こ
と
は
、
あ
ら

た
め
て
説
く
ま
で
も
な
い
。

第
五
一章は

「
内
閣
部
院
的
設
置
及
其
現
存
史
料
」
で
、
五
節
か
ら
成
る
。
ま

ず
第
一
節
「
内
閣
承
宣
的
文
書
」
で
は
、
詔
書
、
殺
害
、
詰
命
な
ど
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
が
、
最
も
多
く
現
存
す
る
の
は
詔
書
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
一

例

と
し
て
順
治
八
年
二
月
二
十
二
日
の
「
多
爾
家
母
子
撤
出
願
享
」
の
詔
書
の
全
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文
を
掲
げ
、
乾
隆
重
修
の
『
清
世
組
貫
録
』
所
載
の
記
事
と
丹
念
に
字
句
を
比

較
し
、
『
貫
録
』
が
如
何
に
潤
飾
制
改
を
行
っ
て
い
る
か
を
誼
明
し
て
い
る
(
二

九
三
1

二
九
六
頁
)
。
「
清
三
朝
貫
録
」
と
い
わ
れ
る
康
照
初
纂
の
『
清
世
租
寅

録
』
に
は
全
く
燭
れ
ら
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
方
の
字
句
は
む
し
ろ
詔

書
に
近
い
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。
此
一
霜
な
こ
と
で
あ
る
が
、
「
内
閣
大

堂
在
太
和
門
内
」
と
い
う
の
は
(
二
九
二
頁
)
、
太
和
門
外
の
誤
り
で
は
な
か

ろ
う
か
。
第
二
節
「
一
帝
一
王
言
動
図
家
庶
政
的
嘗
時
記
載
」
で
は
、
起
居
注
加
に

つ
い
て
説
明
し
、
康
岡
山
朝
に
お
い
て
は
術
文
本
が
特
に
重
要
な
こ
と
を
例
を
家

げ
て
緩
々
述
べ
て
い
る
。
第
三
節
「
官
修
書
籍
及
其
文
件
」
は
、
殆
ど
貫
録
に

つ
い
て
の
解
説
で
あ
る
。
牽
北
の
故
宮
博
物
院
に
は
、
順
治
纂
修
の
『
清
太
租

武
皇
一帝
貫
録
』
と
『
清
太
宗
文
皇
一帝」賃銭
』
の
漢
文
本
の
如
き
史
料
的
債
値
の

非
常
に
高
い
貴
重
な
も
の
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
三
田
村
泰
助
、
松
村
潤

雨
氏
や
私
の
論
文
な
ど
ま
で
翠
げ
て
、
こ
れ
ら
賃
銭
の
債
値
を
強
調
し
、
さ
ら

に
「
翠
訓
」
や
「
大
清
食
典
」
、
「
戸
口
清
茄
」
な
ど
に
節
皐
に
言
及
し
て
い

る
。
第
四
節
「
内
閣
日
行
公
事
的
楢
品
川
」
で
は
、
内
閣
、
或
い
は
部
院
に
お
い

て
記
録
し
た
総
倫
簿
、
外
紀
簿
、
上
-
議
簿
を
は
じ
め
、
題
奏
橋
、

奏
事
箱
、
軍

機
檎
な
ど
に
つ
い
て
簡
単
に
記
し
て
い
る
が
、
何
れ
も
現
存
す
る
数
量
は
極
め

て
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
最
後
の
第
五
節
「
嘗
満
洲
楢
的
由
来
及
其
史
料
債

値
」
は
『
笹
満
洲
楢
』
の
説
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
院
か
ら
一
九
六
九
年
に
影

印
出
版
さ
れ
た
十
般
か
ら
な
る

E
篇
で
、
入
関
前
の
浦
文
史
料
と
し
て
徐
り
に

も
名
高
い
。
私
も
以
前
、
他
で
そ
の
紹
介
な
ど
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ

こ

で
は
詳
し
く
は
燭
れ
な
い
が
、
妊
氏
は
『
沓
満
洲
槍
』
の
巻
頭
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
陳
捷
先
氏
の
「
嘗
満
洲
償
述
略
」
、
康
様
、
本
寸
聞
牢
智
雨
氏
の
「
老
術
文
原

楢
奥
浦
文
老
橋
之
比
較
研
究
」

(『中
園
東
亜
回学
術
研
究
計
劉
委
員
舎
年
報
』
第

四
期
所
載
)
な
ど
に
依
援
し
つ
つ
概
略
を
述
べ
て
い
る
。
『
嘗
瀦
洲
楢
』
の
本

格
的
な
研
究
は
、
な
お
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

第
六
章
は
「
史
館
的
設
置
及
現
存
史
料
」
で
、
史
館
す
な
わ
ち
清
朝
の
園
史

館
と
、
そ
の
後
身
の
中
華
民
閣
の
清
史
館
の
槍
案
に
つ
い
て
の
紹
介
で
あ
る
。

い
っ
た
い
図
史
館
に
お
い
て
は
、
清
朝
の
本
紀
、
表
、
志
、
列
俸
を
編
纂
し
て

い
た
。
清
史
館
は
正
史
と
し
て
紀
即
時
慢
の
「
清
史
」
を
作
る
べ
く
設
置
さ
れ
た

機
関
で
あ
る
が
、
結
局
そ
の
完
成
を
み
ず
、
一
九
二
八
年
に
未
定
稿
の
『
清
史

稿
』
を
上
梓
し
た
の
で
あ

っ
た
。
第

一
節
「
園
史
館
及
清
史
館
的
設
置
」
は
商

館
の
由
来
を
簡
単
に
述
べ
る
に
埼
き
な
い
。
第
二
節
「
滞
漢
文
本
紀
的
纂
修
」

は
、
園
史
館
で
完
成
し
た
浦
文
お
よ
び
漢
文
の
本
紀
と
、
『
清
史
稿
』
の
本
紀

の
稿
本
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
が
、
術
文
の
本
紀
に
つ
い
て
は
す
で
に
陳
捷

先
氏
に
『
満
文
清
本
紀
研
究
』
(
明
文
書
局
、

一
九
八
二
〉
と
題
す
る
専
著
も

あ
る
。
な
お
荘
氏
は
「
十
二
朝
東
華
録
接
貿
録
修
成
」
と
記
し
て
い
る
が
〈
三

八
八
頁
〉
、
「
十
二
朝
東
筆
録
」
と
は
近
年
、

蓋
踊
円
の
霊
園
建
が
「
十
一
日
朝
東
葦

録
」
に
朱
蕎
朋
の
『
光
緒
東
牽
録
』
を
加
え
て
出
版
し
た
も
の
で
、
『
光
緒
東

華
録
』
は
光
緒
一帝
の
『
清
徳
宗
貫
録
』
の
完
成
よ
り
は
る
か
以
前
に
作
ら
れ
て

い
る
。
本
論
に
は
別
段
関
係
す
る
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
念
の
た
め
一
言

し
て
お
く
。
第
三
節
「
現
存
的
各
種
志
書
」
、
第
四
節
「
園
史
館
及
清
史
館
的

年
表
」
お
よ
び
第
五
節
「
現
存
列
停
的
停
稿
輿
傍
包
」
は
、
雨
館
で
編
纂
さ
れ

た
各
種
の
志
や
表
、
列
停
、
或
い
は
長
編
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
稿
本
が
多
種
多
様
で
如
何
に
大
量
に
残
存
し
て
い
る
か
に
つ
い

て
、
設
い
て
徐
す
と
こ
ろ
が
な
い
。

以
上
、
荘
氏
の
著
書
に
つ
い
て
そ
の
概
略
を
紹
介
し
た
が
、
と
も
か
く
葦
北

の
故
宮
博
物
院
に
現
存
す
る
四
十
徐
蔦
件
の
楢
案
類
の
貨
態
が
明
瞭
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
無
論、

従
来
も
荘
氏
は
じ
め
諸
氏
に
よ
っ
て
部
分
的
に
は
紹
介
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
本
書
に
よ
っ
て
-
初
め
て
そ
の
全
貌
を
概
観
で
き
る
こ
と
に
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な
っ
た
わ
け
で
、
今
後
楢
案
を
利
用
す
る
研
究
者
に
輿
え
る
使
盆
は
測
り
知
れ

な
い
も
の
が
あ
る
。

本
書
の
著
作
に
延
々
な
ら
ぬ
制
労
苦
を
挑
わ
れ
た
荘
氏
に
針

し
て
、
あ
ら
た
め
て
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

四

と
こ
ろ
で
本
誌
の
編
集
委
員
舎
か
ら
の
依
頼
に
よ
る
と
、
最
近
出
版
さ
れ
た

妊
吉
渡
氏
の
校
法
に
係
る
『
浦
漢
異
域
鋒
校
注
』
お
よ
び
『
潅
正
朝
澗
漢
合
壁

奏
摺
校
注
第
一
瞬
』
の
二
書
に
も
簡
単
に
言
及
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ

る
。
前
者
は
一
九
八
三
年
八
月
、
後
者
は
翌
八
四
年
十
月
の
日
附
で
、
倶
に
蓋

北
の
文
史
出
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。

『
異
域
録
』
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
有
名
な
ト
ク
リ
シ
占
ン
(
園
理
深
)
が

康
岡
山
五
十

一
年
か
ら
五
十
四
年
に
か
け
て
、
ロ
シ
ア
領
の
カ
ス
ピ
海
北
方
に
移

住
し
て
い
た
ト
ル
グ
l
ト
の
も
と
に
奉
使
し
た
際
の
見
聞
録
で
あ
る
。
尚
文
本

と
漢
文
本
と
が
あ
る
が
、
倶
に
稀
親
書
で
あ
る
。
近
年
こ
の
書
物
に
封
し
て
最

も
熱
心
に
研
究
さ
れ
た
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
故
今
西
春
秋
氏
で
、

一
九
六
四

年
に
『
校
法
奥
域
録
』
と
題
す
る
大
著
を
天
理
大
泉
お
や
さ
と
研
究
所
か
ら
出

版
さ
れ
た
。
今
西
氏
の
著
書
に
は
、
「
猟
和
針
謬
異
域
録
」
と
し
て
淵
文
本
を

ロ
ー

マ
字
に
僻
お
し
て
、
逐
語
諜
と
詳
細
な
注
を
附
け
た
他
に
、
尚
文
本
を
新

た
に
漢
羽
一
一
目
し
た
「
漢
諜
涌
文
異
域
録
」
や
、
北
京
大
塵
所
蔵
の
満
文
本
お
よ
び

「
完
結
本
漢
文
異
域
録
」
の
影
印
な
ど
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。

妊
氏
の
校
注
本
は
、
毎
頁
上
段
に
尚
文
本
の

一
葉
の
影
印
を
掲
げ
、
中
段
に

そ
の
純
文
の
ロ

ー
マ
字
鴎
潟
を
載
せ
、
下
段
に
そ
れ
に
制
割
腹
す
る
漢
文
本
の
記

事
を
句
讃
を
附
け
て
排
印
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
減
漢
文
が
そ
の
ま
ま
劉
照
で

き
、
し
か
も
ロ
ー
マ
字
鴎
寓
ま
で
附
い
て
い
る
の
で
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
利
用

す
る
に
は
確
か
に
便
利
で
あ
る
。
た
だ
を
末
の
「
註
稗
」
は
僅
か
七
頁
に
過
ぎ

ず
、
し
か
も
大
半
が
文
字
の
異
同
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
今
西
氏
の
注
に
比
し

て
甚
だ
簡
略
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
本
警
の
表
紙
と
扉
に
書
名
と
し
て

「満
漠
異

域
録
校
注

F
T
S
E

」

2
2
L巾
g
rロ
B
E
E
F巾
立
与
o
E
手
企
」
と
印
刷
さ

れ
て
い
る
が
、
耽
刊
文
の
方
に
「
校
注
」
に
嘗
る
文
字
が
脱
落
し
て
い
る
の
は
ど

う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

荘
氏
自
ら
記
す
序
に
は
、
「
近
世
以
来
、
異
域
録
頗
る
西
方
の
撃
者
の
嘱
目

を
引
起
す
。
先
後
し
て
法
文
、

徳
文
、
俄
文
、
英
文
の
誇
本
有
り
。

一
九
六
四

年
、
日
本
天
理
大
翠
今
西
春
秋
教
授
撰
『
校
注
異
域
銭
』
は
、
九
耐
堂
満
文
本

及
び
桂
岩
漢
文
完
結
本
に
操
り
影
印
出
版
す
る
に
係
る
。
術
文
本
異
域
銭
は
文

字
優
美
流
暢
、
僅
か
に
寧
に
見
る
歴
史
文
献
た
る
の
み
な
ら
ず
、
且
つ
珍
貴
の

語
文
資
料
た
り
。
允
に
宜
し
く
底
く
流
俸
を
な
す
べ
し
。

-初
め
て
満
文
を
拳
ぶ

者
の
関
讃
に
使
な
る
が
矯
め
、
特
に
九
耐
堂
涌
文
本
を
影
印
し
、
頁
を
逐
い
羅

馬
耕
呈
日
を
注
出
し
、
桂
岩
本
漢
文
を
附
録
し
、枇州
漢制
到
照
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
文
面
よ
り
、
妊
氏
が
今
西
氏
の
校
法
本
に
全
面
的
に
依
援
し
て
い
る
こ
と

が
察
せ
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
序
そ
の
他
に
そ
の
よ
う
な
経
緯

に
到
す
る
繰
明
や
今
西
氏
に
針
す
る
謝
鮮
な
ど
は
一
言
半
句
も
記
さ
れ
て
い
な

い
。
甚
だ
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
、
妊
氏
の
名
替
の
た
め
に
惜
し
む
も
の
で

あ
る。因

み
に
桂
岩
本
と
は
、
が
ん
ら
い
今
西
氏
に
よ
っ
て
初
め
て
紹
介
さ
れ
た

『
異
域
録
』
の
漢
文
本
な
の
で
あ
る
。
同
氏
の
言
に
よ
れ
ば
(
『
校
注
異
域
録
』

中
の
「
解
題
」
一
回
頁
て
こ
れ
は
桂
岩
老
樵
な
る
者
の
磁
本
に
よ
っ
て
、
各
首

の
石
文
悼
の
序
と
自
序
、
お
よ
び
末
尾
の
残
脱
部
分
数
千
字
が
補
わ
れ
て
お
り
、

現
在
は
北
京
大
皐
の
所
蔵
と
い
う
。
そ
し
て
今
西
氏
の
記
さ
れ
て
い
る

「完
結

本
漢
文
異
域
銭
」
の
前
言
に
は
、
同
氏
が
漢
文
本
を
影
印
す
る
に
際
し
て
は
、

京
都
大
泉
所
臓
の
初
刊
本
を
底
本
と
し
、
そ
れ
に
無
い
部
分
は
東
洋
文
庫
所
蔵

A
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の
再
刊
本
と
桂
岩
本
に
よ
っ
て
補
っ
た
と
あ
る
。
し
か
し
東
洋
文
庫
所
蔵
本
は

寅
は
完
結
本
で
あ
っ
て
、
今
西
氏
が
桂
岩
本
に
よ
っ
て
筆
骨
局
さ
れ
て
い
る
石
文

悼
の
序
も
自
序
も
、
巻
末
の
依
落
部
分
も
す
べ
て
原
刻

の
ま
ま
完
備
し
て
い

る
。
桂
岩
本
な
ど
に
依
接
さ
れ
る
必
要
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
荘
吉

渡
氏
も
二
十
年
後
に
そ
の
轍
を
踏
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。

次
に
『
難
正
朝
瀬
渓
合
壁
奏
宿
校
注
第

一
鵠
』
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
華
北

の
故
宮
博
物
院
か
ら
出
版
さ
れ
た
各
朝
の
宮
中
楢
奏
摺
に
は
、
無
論
漢
文
の
も

の
が
座
倒
的
に
多
い
が
、
尚
文
の
も
の
も
あ
り
、
さ
ら
に
漏
漢
合
壁
の
も
の
も

あ
る
。
合
壁
と
は
同

一
の
用
紙
に
右
端
か
ら
漢
文
、
左
端
か
ら
減
文
で
同
じ
内

容
の
記
事
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
近
年
、
満
文
の
繕
案
が
繍
々
と
出
現
し
、

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
乾
隆
朝
ま
で
、
特
に
康
照
、
落

正
朝
で
は
そ
の
重
要
性
が
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

最
近
出
版
さ
れ
た
荘
氏
の
こ
の
書
物
に
は
、
薙
正
一
帝
が
即
位
し
た
嘗
初
の
康

照
六
十
一

年
十
二
月
の
湖
漢
合
壁
の
奏
摺
が
一
件
と
、
翌
潅
正
元
年
の
二
月
か

ら
九
月
ま
で
の
四
十
三
件
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
毎
頁
上
段
に
瀬
文
の
影
印
を

掲
げ
、
中
段
に
そ
の
ロ

ー
マ
字
材
料
寓
を
載
せ
、
下
段
に
尚
文
に
制
割
腹
す
る
漢
文

を
句
讃
を
附
け
て
排
印
す
る
の
は
、
前
の
『
涌
漠
異
域
録
校
注
』
と
同
じ
形
式

で
あ
る
。
た
だ
満
文
で
書
か
れ
た
除
批
を
、
ロ
ー
マ

字
に
縛
寓
す
る
場
合
に
は

(
)
内
に
入
れ
て
い
る
が
、
漢
文
の
方
で
は
〔

〕
内
に
妊
氏
自
身
の
漢
謬

を
載
せ
て
い
る
。
氏
の
序
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
康
照
一
帯
や
薙
正
三
帝
は

満
漢
雨
文
を
自
由
自
在
に
操
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
概
ね
満
文
の
奏
摺
に
は
満
文

で
、
漢
文
の
奏
摺
に
は
漢
文
で
株
批
を
書
い
た
。
満
漠
合
壁
の
場
合
は
、
瀬
文

の
方
に
満
文
で
殊
批
を
書
い
て
い
る
例
が
多
い
が
、
漢
文
で
書
い
て
い
る
例
も

あ
る
。
ま
た
満
漢
雨
文
の
殊
批
が
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
内
容
が
一
致
す
る
と

は
言
え
な
い
。
荘
氏
の
こ
の
書
物
で
は
、
枕
刊
文
を
主
と
す
る
た
め
で
あ
ろ
う

か
、
漢
文
の
珠
批
は
本
文
に
は
省
か
れ
て
い
る
。

貸
は
私
自
身
も
昭
和
五
十
九
年
度
の
大
皐
院
の
演
習
で
、
落
正
朝
の
満
漠
合

壁
奏
摺
を
何
件
か
讃
ん
で
、
や
や
詳
細
に
倹
討
し
て
み
た
が
、
殊
批
は
も
と
よ

り
奏
摺
の
本
文
に
つ
い
て
も
、
満
漢
雨
文
あ
る
こ
と
は
、
意
味
を
正
し
く
理
解

す
る
う
え
に
非
常
に
役
立
つ
こ
と
を
痛
感
し
た
次
第
で
あ
っ
た
。
瀬
渓
合
壁
な

ど
漢
文
だ
け
で
充
分
で
、
満
文
は
単
な
る
翻
謬
に
過
ぎ
な
い
か
ら
無
用
で
あ
る

な
ど
と
は
決
し
て
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
妊
氏
も
本
書
の
巻
末
の

「
註
穣
」

で
、
漏
漢
文
の
相
違
を

一々

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
や
清
代
史
の
研
究
に
は
、

入
関
前
の
み
な
ら
ず
入
閥
後
の
時
代
に
関
し
て
も
、
満
洲
語
の
知
識
が
必
要
で

あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

な
お
本
書
に
牧
載
さ
れ
た
満
漢
合
壁
の
奏
摺
は
、『
宮
中
楢
薙
正
朝
奏
摺
』

の
第
一
絹
と
第
二
十
人
輯
と
に
載
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
書
の
目
次

に
記
さ
れ
て
い
る
各
奏
摺
の
題
名
と
、
『
潅
正
靭
奏
摺
』
の
目
録
に
み
え
る
そ

れ
と
は
か
な
り
異
っ
て
い
る
。
一
件
の
題
名
を
す
べ
て
十

一
字
で
統

一
し
て
い

る
の
は
見
事
で
あ
る
が
、
原
本
の
題
名
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
方
が
混
飢
を
来

す
虞
れ
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
原
本
の
所
載
頁
も
記
し
て
お
い

た
方
が
、
何
か
と
好
都
合
で
あ
る
と
思
う
。
『
潅
正
朝
奏
摺
』
に
お
い
て
は
、

満
漢
合
壁
の
奏
摺
は
漏
文
と
漢
文
が
切
り
離
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
般
に

牧
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
書
が
ロ
ー
マ
字
鴎
寓
ま
で
附
け
て
満
漢
合
壁
と

し
、
さ
ら
に
満
漢
文
の
相
違
を
注
記
し
て
い
る
の
は
、
利
用
者
に
と
っ
て
ま
こ

と
に
便
利
で
あ
る
。
今
回
の
は
「
第

一
輯
」
と
あ
る
か
ら
、
以
下
繍
刊
さ
れ
る

改
定
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
完
成
を
願

っ
て
や
ま
な
い
。

一
九
八
三
年
十
二
月
蓋
北
園
立
故
宮
博
物
院

A
5
版
五
四
人
頁
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〔脇
穂
郡
注
〕

本
書
-評
第
四
季
で
言
及
し
て
い
た
だ
い
た
『
瀬
渓
異
域
録
校
注
』
『
潅
正
朝

満
漢
合
壁
奏
摺
校
注
第

一
絹
』
の
二
蓄
の
出
版
年
月

・
夜
行
所
は
一
七

O
頁
上

段
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
デ
l
p
は
左
記
の
湿
り
で
あ
る
。

『
尚
漠
異
域
録
校
注
』

A

5
版
一

二
二
頁

新
蓋
幣
三
O
O元

『
薙
正
朝
瓶
漠
合
壁
奏
摺
校
注
第
一
輯
』

A

5
版
一
二
四
頁

新
蓋
幣
三

O
O元
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